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「令和４年度産学情報通信関連技術データベース構築業務」企画提案募集要領（案） 

 

１ 趣旨 

この要領は，宮城県（以下「県」という。）が令和４年度産学情報通信関連技術データベース

構築業務（以下「本業務」という。）を委託するに当たり，公募型プロポーザル方式（以下「プ

ロポーザル」という。）により，優れた提案及び能力を有し，最も的確と判断される事業者を選

定するために必要な事項を定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

（１）業務名   令和４年度産学情報通信関連技術データベース構築業務 

（２）業務概要  別紙「令和４年度産学情報通信関連技術データベース構築業務仕様書」（以下

「仕様書」という。）のとおり 

（３）履行期間  契約締結の日から令和５年３月 17日まで 

（４）事業費（委託の上限額） 金 1,694,000円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

３ スケジュール 

企画提案募集開始 令和４年４月 25日（月） 

企画提案に関する質問受付 

（電子メールのみ） 

令和４年４月 25日（月）から 

令和４年５月 16日（月）正午まで 

参加表明書の提出期限 令和４年５月 20日（金）正午（必着） 

企画提案書の提出期限 令和４年５月 27日（金）正午（必着） 

企画提案（プレゼンテーション）

の審査 

令和４年６月 ８日（水）【予定】 

選定結果の通知及び公表 令和４年６月中旬【予定】 

見積合わせ，契約締結 令和４年６月下旬【予定】 

 

４ 応募資格等 

企画提案に応募できる者に必要な資格は，次のとおりとする。業務を共同連帯して受託する

ため２者以上の構成員で結成された共同企業体の場合は，全ての構成員が満たしていること。 

（１）宮城県内に活動拠点（本社又は営業所等）を有していること。なお，共同企業体の場合は，

代表者が宮城県内に活動拠点を有していること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の４の規定に該当しない者。 

（３）この事業の募集開始時から企画提案書提出までの間に，宮城県の「物品調達等に係る競争入

札の参加資格制限要領（令和２年４月１日施行）」に掲げる資格制限の要件に該当しない者 

（４）宮城県県税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者。 

（５）民事再生法（平成 11年法律第 225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者又は再

生手続開始の申立てがされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を受

けた者を除く。）でないこと。 
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（６）会社更生法（平成 14年法律第 154号）に基づき更生手続の申立てをしている者又は更生手

続開始の申立てがされている者（同法第 41 条第１項に規定する更生手続開始の決定を受けた

者を除く。）でないこと。 

（７）宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成 20 年 11 月１日施行）の別表各号に規定する措置

要件に該当しない者。 

（８）政治団体（政治資金規正法（昭和 23年法律第 194号）第３条に規定するもの）に該当しな

い者。 

（９）宗教団体（宗教法人法（昭和 26年法律第 126号）第２条の規定によるもの）に該当しない

者。 

 

５ 企画提案に関する質問受付 

（１）受付期限 

   令和４年４月 25日（月）から令和４年５月 16日（月）正午まで 

（２）受付方法 

   指定様式（様式１）により，電子メールで提出すること。 

   E-mail：sandigi2@pref.miyagi.lg.jp 

（宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課 産業デジタル推進第二班） 

（３）回答方法 

   質問に対する回答は，令和４年５月 18日（水）までに産業デジタル推進課のホームページ

に掲載する。ただし，質問又は回答内容が質問者の具体的な提案事項と密接に関わるものに

ついては，質問者に対してのみ回答する場合もある。また，質問内容によっては回答しない

場合もある。 

 

６ 参加表明書の提出 

（１）提出書類 

   企画提案参加表明書（様式２） 

（２）提出期限 

   令和４年５月 20日（金）正午まで（必着） 

（３）提出方法 

   持参又は郵送 

   ※持参の場合の受付時間は，土日祝日を除く午前９時から午後５時まで（ただし，令和４

年５月 20日（金）は，午前９時から正午まで）とする。郵送の場合は，封筒に「参加表明

書在中」と朱書きの上，簡易書留等の配達記録が残る方法とすること。 

（４）提出先 

〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県行政庁舎 14階 

宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課 産業デジタル推進第二班 

（５）留意事項 

   参加表明書の提出がなかった者からの企画提案書等の提出は受け付けない。 
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７ 企画提案書の提出 

（１）提出書類及び提出部数 

  イ 企画提案参加申込書（様式３）       １部 

  ロ 企画提案書（任意様式）          ８部 

    規格：規格：Ａ４版，片面印刷で 20ページ以内（表紙及び目次はページ数に含まない。） 

  ハ 企画提案資格要件に係る宣誓書（様式４）  １部 

  ニ 参考見積書（任意様式）          ８部 

   （イ）本業務にかかる経費は，すべて計上すること。 

   （ロ）仕様書の項目ごとの直接経費及び共通して生じる経費について，数量，単位，単価

等を明示し，費用の内訳，積算根拠が分かるように記載すること。また，消費税及び

地方消費税の金額を算出し，合計金額を記載すること。 

（ハ）参考見積書は，企画提案を審査する際の参考にするものであり，契約締結の際は再

度見積書の提出を求める。 

  ホ 応募者の概要がわかる資料         ８部（全ての参加者） 

  へ 共同企業体届出書（様式５）        １部（共同企業体で参加の場合のみ） 

（２）提出方法等 

  イ 提出期限 

    令和４年５月２７日（金）正午まで（必着） 

  ロ 提出方法 

    持参又は郵送 

※持参の場合の受付時間は，土日祝日を除く午前９時から午後５時まで（ただし，令和

４年５月 27日（金）は，午前９時から正午まで）とする。郵送の場合は，封筒に「企画

提案書在中」と朱書きの上，簡易書留等の配達記録が残る方法とすること。 

  ハ 提出先 

    〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県行政庁舎 14階 

宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課 産業デジタル推進第二班 

（３）企画提案書の構成 

   企画提案書は，次のイからハまでの項目を必ず含むものとし，この順で構成すること。 

  イ 表紙 

    「委託業務名」，「事業者名」，「住所」，「代表者名」，「担当者名（所属，職，氏名）」及び

「連絡先（電話番号，電子メールアドレス）」を記載すること。 

  ロ 目次 

    本文の項目及びページ番号を記載すること。 

 

  ハ 本文 

   （イ）本業務の実施方針 

      業務全体の概要について記載すること。 
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   （ロ）業務内容に関する提案 

      別紙仕様書の内容に基づき，下記項目について記載すること。 

・産学情報通信関連技術データベースの構築・運用について 

・レイアウトや完成イメージ 

・SEO対策（検索用関連キーワードの設定を含む） 

・セキュリティ対策 

・今後の運用費の見込み 

・サーバーのスペック 

・データベース運用後のフォロー 

・その他必要な事項について 

   （ハ）事業効果を高めるための独自の取組内容【任意】 

      事業費（委託上限額）の範囲で実施可能な，本業務の効果等を一層向上させられる

と考えられる独自の取組について，具体的な内容を記載すること。 

   （ニ）実施体制 

      本業務における実施体制を記載すること。 

   （ホ）同種・類似業務実績 

      同種・類似業務実績（業務の名称，内容，発注者及び実施期間等）について，該当が

あれば記載すること。 

   （ヘ）業務工程表（作業スケジュール） 

（４）留意事項 

  イ 応募は１者１提案とする。 

  ロ 提出後における書類の差し替えは認めない。また，提出された書類は返却しない。 

  ハ 審査は提出された企画提案書等により行うが，企画提案書等の提出後，提案内容につい

て説明を求めることがある。 

  ニ この企画提案の応募に係る全ての経費は，企画提案者の負担とする。 

  ホ 提出された提出された提案書の著作権は，応募者に帰属する。ただし，本プロポーザル

に関する公表及びその他県が必要と認める場合には，県が当該提案書を無償で使用するこ

とができるものとする。 

  へ 書類等の作成において使用する言語，通過及び単位は，日本語，日本円，日本の標準時

及び計量法（平成４年法律第 51号）に限るものとする。 

  ト 提出した企画提案を取り下げる場合には，速やかに取下願（様式６）を提出すること。

なお，取下願の提出があった場合，再度の企画提案は認めない。 

  チ 提出された企画提案書等は，行政文書となるため，情報公開条例（平成 11年宮城県条例

第 10 号）等による開示請求があった場合，個人情報や企業情報などの非開示部分を除き，

開示することとなる。 

 

８ 業務委託候補者の選定 

（１）業務委託候補者の選定方法 

   県が設置する委託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）において，応募者から
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提出された企画提案書の内容に係るプレゼンテーションによる審査を実施し，後述する審査

項目に基づき委員ごとにそれぞれ採点評価・順位付けを行い，各委員が付けた順位点の総計

が最も高い応募者１者を委託候補者として選定する。プレゼンテーションは対面による実施

を予定しているが，新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から，必要に応じて開催方法

を変更する場合がある。 

   順位点の総計が最も高い応募者が複数ある場合は，各委員が採点した評価点の総計が最も

高い応募者を委託候補者として選定する。評価点が同点の場合は，委員長が委託候補者を選

定し，選定に当たり疑義が生じた場合は，選定委員会で協議の上，委託候補者を選定する。 

   ただし，採点評価の結果，各委員が採点した得点の総計の平均が６割に満たない場合は選

定しないものとする。 

   なお，原則として，参加申込者が５者を超える場合には，書面審査による１次選定を行い，

上位５者のみをヒアリング対象とし，当該５者から候補者を選定するものとする。ただし，

選定に当たり，書面審査による１次選定のみにより難い場合は，その限りではない。 

   応募者が１者の場合は，プレゼンテーションによる審査を実施し，各委員が採点した評価

点の総計の平均が６割以上の場合に限り，当該者を委託候補者として選定する。 

（２）審査項目及び配点 

  イ 評価点は，次の審査項目，基礎点（１００点）及び加点（２０点）により行うものとす

る。 

審査項目 評価事項 配点 

１ 業務全体  本業務の趣旨を十分に理解しており，必要な実施体

制のもと，仕様書に沿った内容が実現できるか。 

１５ 

２ 業務内容 産学情報通信関連技術データベースの構築・運用 

 県内 IT 企業等の PR に効果的なレイアウトやデザ

インとなっているか 

２０ 

ユーザーや管理者が操作・運用しやすい設計となっ

ているか 

１５ 

アクセス数の増加に向けて効果的な対策がとられ

ているか 

１５ 

セキュリティ対策は十分にとられているか １０ 

アクセス解析等のサポートは十分にとられている

か 

１５ 

将来の拡張性等についても考慮した設計となって

いるか 

５ 

３ 独自の取組 

（加点項目） 

 公開情報及び非公開情報の県事業への活用性や今

後の拡張性等，独自の取組について提案があり，本業

務の効果を一層向上できるか 

２０ 

４ 業務実績  同種・類似業務の実績等から目的に沿った成果が期

待できるか 

５ 
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  ロ 順位点は次のとおりとする。 

    １位：５点，２位：３点，３位：１点，４位以下：０点 

（３）応募者が５者を超えた場合の一次審査（書面審査） 

  イ 実施日（予定） 

    令和４年６月１日（水） 

  ロ 審査方法 

    応募のあった企画提案書について，「（２）審査項目及び配点」に基づき審査し，上位５

者を選定する。採点評価・順位付けは，「（１）業務委託候補者の選定方法」に規定する方

法に準ずる。 

  ハ 一次審査結果の通知 

    全ての応募者に対し令和４年６月２日（木）までに審査結果及び上位５者に対してはプ

レゼンテーションによる審査日程を電子メールにて通知する。 

    なお，一次審査を実施しなかった場合は，全ての応募者に対しプレゼンテーションによ

る審査日程を電子メールにて通知する。 

（４）プレゼンテーション審査 

  イ 実施日（予定） 

    令和４年６月８日（水）※開始時間は別に通知する。 

  ロ 実施会場（予定） 

    宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県行政庁舎 14階  

経済商工観光部会議室 

  ハ 実施方法 

  （イ）出席者は，応募者１者につき３名以内とする。 

  （ロ）プレゼンテーション等の時間は応募者１者当たり 25 分程度（プレゼンテーション 15

分以内，質疑応答 10分以内）とし，応募者ごとに個別に行うものとする。 

  （ハ）プレゼンテーションに出席しない応募者の提案は，無効とする。 

  （ニ）プレゼンテーションは企画提案書により進めることとし，選定委員は求めた場合を除

き，他の資料の使用は認めないものとする。 

  （ホ）プレゼンテーションに当たり，大型ディスプレイ（インターフェースは HDMI対応）の

使用を希望する場合は企画提案書を提出する際に申し出ること。なお，この場合，パソ

コン及び電子データはプレゼンテーションを行う者が用意すること。 

  ニ 結果通知 

    審査終了後，プレゼンテーションに参加した全ての応募者に審査結果を通知する。 

    なお，審査内容に係る質問や異議は一切受け付けない。 

（５）選考結果の公表 

   審査終了後，全ての企画提案者の名称及び評価点等を公表する。ただし，選定された委託

候補者以外は，個別の評価点が特定できないよう配慮する。 

（６）失格事由 

   次のいずれかに該当する場合は，応募者を失格とする。 
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  イ 提出された企画提案書等に記載されている文字の判読が困難又は文意が不明な場合 

  ロ 本募集要領に従っていない場合 

  ハ 同一の事業者が２つ以上の企画提案書等を提出した場合 

  ニ 企画提案に関する手続きの公正な執行を妨げ，若しくは不正の利用を得るために連合し

た団体等が提出した場合 

  ホ 民法（明治 29年法律第 89号）第 90条（公序良俗），第 93条（心裡留保），第 94条（虚

偽表示）又は第 95条（錯誤）に該当する提案を行った場合 

 

９ 候補者選定後の取扱い（契約等に関する事項） 

（１）県は，選定委員会で選定された委託候補者と，宮城県財務規則（昭和 39年宮城県規則第７

号。以下「財務規則」という。）に定める随意契約の手続により，予定価格の範囲内で見積合

わせを行い，本業務を委託するものとする。 

（２）委託する仕様の詳細は，仕様書及び企画提案された内容を踏まえ，県と委託候補者とで協

議の上決定することとする。 

（３）委託候補者が共同企業体の場合は，共同企業体協定書（様式７）を提出することとする。 

（４）選定された事業者が委託契約の締結を辞退した場合には，企画提案の審査で次点の評価を

受けた事業者を委託候補者とする。 

（５）委託候補者は，契約保証金として契約額の 100分の 10以上の額を契約締結前に納付しなけ

ればならない。ただし，財務規則 114 条各号に該当する場合には，契約保証金の全部又は一

部を免除することがある。 

（６）業務委託料の支払条件については，県と委託候補者との協議により，契約書で定めるもの

とする。 

（７）個人情報の取扱いについては，別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。 

 

１０ 応募手続に係る各種書類の提出・問い合わせ先 

   〒９８０－８５７０ 宮城県仙台市青葉区本町三丁目８番１号 宮城県行政庁舎 14階 

宮城県経済商工観光部産業デジタル推進課 産業デジタル推進第二班 

   電話番号：０２２－２１１－２４７９ FAX番号：０２２－２１１－２７２９ 

   メールアドレス：sandigi2@pref.miyagi.lg.jp 
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別 記 １ 

個人情報取扱特記事項 

（基本的事項） 

第１ 受注者は，個人情報の保護の重要性を認識し，この契約に係る業務（以下「業務」という。）の

実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう，個人情報の取扱いを適正に行わな

ければならない。 

（秘密の保持） 

第２ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報をみだりに他に知らせてはならない。業務が終了し，

又はこの契約を解除された後においても，同様とする。 

（個人情報管理責任者等） 

第３ 受注者は，業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者（以下「個人情報管理責任者」とい

う。）及び業務に従事する者（以下「業務従事者」という。）を定め，書面により発注者に報告しな

ければならない。 

２ 受注者は，前項の個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は，事前に書面により報告

しなければならない。 

３ 個人情報管理責任者は，個人情報取扱特記事項（以下「特記事項」という。）に定める事項を適切

に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。 

４ 業務従事者は，個人情報管理責任者の指示に従い，特記事項に定める事項を遵守しなければなら

ない。 

 （作業場所の特定） 

第４ 受注者は，個人情報を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を定め，あらかじめ発注者に

報告しなければならない。 

２ 受注者は，作業場所を変更する場合は，事前に発注者に報告しなければならない。 

 （個人情報の持ち出しの禁止） 

第５ 受注者は，発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き，個人情報を作業場所から持ち出し

てはならない。 

（収集の制限） 

第６ 受注者は，業務を行うために個人情報を収集するときは，業務を達成するために必要な範囲内

で，適法かつ公正な手段により行わなければならない。 

（個人情報の目的外利用及び提供の禁止） 

第７ 受注者は，発注者の指示がある場合を除き，業務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外

のために利用し，又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。 

（漏えい，毀損及び滅失の防止等） 

第８ 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の漏えい，毀損及び滅失の防止その他の個人情報の

適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

（教育の実施） 

第９ 受注者は，業務に従事している者に対して，在職中及び退職後においても当該契約による事務

に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ，又は不当な目的に使用してはならないこと，

及び特記事項における業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項につい

て,教育及び研修を実施しなければならない。 

（資料の返還等） 

第10 受注者は，業務を処理するために，受注者自らが収集し，又は作成した個人情報が記録された

資料は，業務完了後直ちに発注者に引き渡すものとする。ただし，発注者が別に指示したときは当

該方法によるものとする。 

（複写又は複製の禁止） 

第11 受注者は，業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を発注
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者の書面による承諾なしに複写又は複製してはならない。 

（個人情報の運搬） 

第12 受注者は，業務を処理するため，又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬

するときは，個人情報の漏えい，紛失又は滅失等を防止するため，受注者の責任において，確実な

方法により運搬しなければならない。 

（再委託の承諾） 

第13 受注者は，業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし，発注者が書面により承

諾した場合を除き，第三者にその取扱いを委託してはならない。なお，再委託した業務を更に委託

する場合以降も同様とする。 

２ 受注者は,前項の規定による承諾を受ける場合は,再委託先の名称,再委託する理由,再委託して処理

する内容,再委託先において取り扱う情報,再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並び

に再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で,業務の着手前に,書面により再委託する

旨を発注者に協議し,その承諾を得なければならない。 

３ 前項の場合，受注者は再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに，発注者に対

して，再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。 

４ 受注者は，再委託先との契約において,再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具

体的に規定しなければならない。 

５ 受注者は,再委託先に対して業務を委託した場合は,その履行状況を管理・監督するとともに,発注

者の求めに応じて,管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。 

（実地調査） 

第14 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用，管理状況等について，随時実地に

調査することができる。 

（指示及び報告等） 

第15 発注者は，受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため，受注者に対

して必要な指示を行い，又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。 

（個人情報に関する取扱要領等の作成） 

第16 受注者は，個人情報の適切な管理を確保するため，業務に関して取り扱う個人情報の取扱要領

等を作成し，発注者に報告しなければならない。 

（事故発生時の対応） 

第17 受注者は，業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は，その事故の発生に係る帰

責の有無にかかわらず，直ちに発注者に対して，当該事故に関わる個人情報の内容,件数,事故の発

生場所,発生状況等を書面により報告し，発注者の指示に従うものとする。 

２ 発注者は，業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は，必要に応じて当該事故に関

する情報を公表することができる。 

 


